補助対象事業と経費
	
	事業の例
	経　費

	健康増進
	・体操
・スポーツ（ゲートボール、グラウンドゴルフ等）
・医師や保健師等の健康講座
	・消耗品費
・原材料費
・備品購入費
・賃借料（リース、レンタル）
・会場使用料
・印刷製本費
・交通費、ガソリン代
・講師や審判員への謝礼、交通費、弁当
・通信費（郵便、電話）
・飲食費（お茶と茶菓程度）

	社会奉仕
	・道路や公園等の清掃・美化運動
・花木の世話
・児童登下校の見守り
・児童への文化伝承、地域文化活動
・友愛訪問
・義援金、募金等を集めるための活動　　　　　　　　　　　　　　　　　費
	

	教養講座
	・茶道や華道等の教室
・郷土史や文化財保護の学習
・民踊、民謡、カラオケ教室
・年金や介護保険制度の学習
・交通安全教室等
・地域社会に関するもの
（単位クラブの運営費を含む）
	



○補助対象とならない経費
　・市健推連負担金、地区健推連負担金、県老連負担金
　・慶弔費、交際費
　・賞品代　
　・義援金、募金　※募金活動を行うための経費は補助対象です。
　・食糧費　※お茶と茶菓程度であれば補助対象です。


